
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

①地区内の耕地面積 1,156a

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 716a

③地区内における75才以上の農業者の耕作面積の合計 184a

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

飯田市 松尾地区（明エリア） 令和4年 3 月31日

（飯田市人・農地プラン検討会上程案　松尾地区農業振興会議作成　

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 78a

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 15a

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 7a

（備考）
③ⅰは農地所有者アンケートで「10年後の耕作者が家族にはいない」と回答した所有者の所有面積を記載した。
　 ⅱは農地所有者アンケートで「10年後に離農」と回答した所有者の所有面積を記載した。

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」
　　　欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策
　　　等に関する意向を把握した場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。
注４：プランには、話合いに活用した地図を添付してください。

(1) 都市的な土地利用との近郊の確保
　当エリア内の農地には農振法による農用地区域の指定がなく、又用途地域に指定されている土地もある。市街
地に近接していることから、住宅等への農地転用の需要があるが、一方で当エリアの農地の面積は約12haに及
び、都市的な土地利用の需要はその大半を宅地等に転用するまでには至らないことから、将来、農業上の土地利
用と都市的な土地利用が混在することが予想される。
　したがって、当エリアにおいては、農業上の土地利用と都市的な土地利用の均衡が保たれるよう、あらかじめ将
来の農地転用の見込み・意向がある農地を可能なかぎり把握をすることにより、持続可能な形で中心経営体への
農地の利用集積・集約化を進めていくことが重要である。
(2) 耕作者の減少・農業後継者不足
　当エリアの農地には、現在の耕作者に後継者がいない場合が多く、今後縮小や離農の見込み・意向がある耕作
者も多い。したがって、遊休農地の発生防止に取り組む必要がある。
(3) 新規就農者の育成・エリア外の農業者の誘致
　エリア内の農業の活性化を図るため、エリア内の農業者による経営規模の拡大を優先的に進めることとするが、
これだけでは将来耕作者が不在となるおそれのある農地を引き受けることは難しい。
　ついては、エリア内の農業者による引き受け希望のない農地については、エリア外の農業者の誘致を進めるとと
もに、エリア内外の新規就農者の受け入れに取り組む必要がある。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。
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認農

認農法

認就

集

到達

到達 J 水稲,露地野菜 24 水稲,露地野菜 0

0

到達 M 露地野菜,施設 13 露地野菜,施設 0

到達 N 水稲,露地野菜,施設,柿 33 水稲,露地野菜,施設,柿 0

到達

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。

（参考）　中心経営体

16経営体 640 7

到達 O 水稲,露地野菜,施設 26 水稲,露地野菜,施設

到達 P 水稲,露地野菜,施設 69 水稲,露地野菜,施設 0

K 露地野菜,施設,ブドウ 28 露地野菜,施設,ブドウ 0

到達 L 露地野菜 9 露地野菜 0

到達 H 露地野菜 30 露地野菜 0

到達 I 露地野菜,施設,柿 28 露地野菜,施設,柿 0

到達 F 露地野菜 14 露地野菜 0

到達 G 水稲,露地野菜,果樹 77 水稲,露地野菜,果樹 0

認農 D 施設野菜 26 水稲,露地野菜,施設 0

認就 E 柿,リンゴ,モモ 136 柿,リンゴ,モモ 7

58 水稲,露地野菜,施設 0

認農 C 露地野菜,モモ 8 露地野菜,モモ 0

認農 B 水稲,露地野菜,施設

認農 A 水稲,露地野菜,施設 61 水稲,露地野菜,施設 0

　中心経営体に位置付けられている認定農業者等（下記リスト）が継続的に耕作を行っていく。
　経営規模の縮小や離農により、現在の耕作者が耕作を継続することのできない農地が発生した場合、農業委員
等は、下記の経営体が優先的に引き受けることができるよう貸借又は売買のあっせんを行うこととする。
　現在の耕作者の経営規模の縮小や離農により農地の遊休化が見込まれるため、エリア外の経営体、新規就農
者、非農家住民等の多様な担い手による引受けを含め、様々な方法で農地の活用を図っていく。

今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針
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注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。
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３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　中心経営体に位置付けられている認定農業者等（下記リスト）が継続的に耕作を行っていく。
　経営規模の縮小や離農により、現在の耕作者が耕作を継続することのできない農地が発生した場合、農業委員
等は、下記の経営体が優先的に引き受けることができるよう貸借又は売買のあっせんを行うこととする。
　現在の耕作者の経営規模の縮小や離農により農地の遊休化が見込まれるため、エリア外の経営体、新規就農
者、非農家住民等の多様な担い手による引受けを含め、様々な方法で農地の活用を図っていく。

（参考）　中心経営体

整
理
番
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属性
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（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積

認農 a 水稲,露地野菜,施設 61 水稲,露地野菜,施設 0

認農 b 水稲,露地野菜,施設 58 水稲,露地野菜,施設 0

認農 c 露地野菜,モモ 8 露地野菜,モモ 0

認農 d 施設野菜 26 水稲,露地野菜,施設 0

認就 e 柿,リンゴ,モモ 136 柿,リンゴ,モモ 7

到達 f 露地野菜 14 露地野菜 0

到達 g 水稲,露地野菜,果樹 77 水稲,露地野菜,果樹 0

到達 h 露地野菜 30 露地野菜 0

到達 i 露地野菜,施設,柿 28 露地野菜,施設,柿 0

到達 j 水稲,露地野菜 24 水稲,露地野菜 0

到達 k 露地野菜,施設,ブドウ 28 露地野菜,施設,ブドウ 0

到達 l 露地野菜 9 露地野菜 0

到達 m 露地野菜,施設 13 露地野菜,施設 0

到達 n 水稲,露地野菜,施設,柿 33 水稲,露地野菜,施設,柿 0

到達 o 水稲,露地野菜,施設 26 水稲,露地野菜,施設 0

到達 p 水稲,露地野菜,施設 69 水稲,露地野菜,施設 0

16経営体 640 7

注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。


